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ックス

■問い合わせ先■　環境課　☎（32）8898

環境トピッ
クス

　県では、地球温暖化に関する
普及啓発をボランティアで行う
地球温暖化防止活動推進員を募
集しています。
■任期
　４月１日～令和７年３月31日
■応募資格　以下の①から④の
全てに該当する方
①栃木県内に在住する方
②満18歳以上（令和５年４月
１日現在）の方
③地球温暖化対策のための活動
に熱意と識見を有し、地域で活
動できる方
④令和５年度事前研修会に参加
された方
■応募の流れ
　研修会申込→研修会参加→応
募用紙提出

■研修会日程
　令和５年１月26日㈭、
　２月２日㈭
　午後１時30分～３時30分
■研修会申込方法
　氏名（ふりがな）、年齢、郵
便番号、住所、連絡先、メール
アドレス、研修会参加希望日を
記入のうえ、下記申し込み先ま
でメールまたはFAX
■申込期限
　１月23日㈪
■申し込み・問い合わせ先
　栃木県地球温暖化防止活動推
進センター
　☎	028（673）9101
　 	028（612）6611
　 stochi@tochieco.
jp

ごみ搬出の前にもう一度
分別確認をお願いします！
　分別誤りによるごみステー
ションでのごみの未回収や、各
清掃センターで異なる種別のご
みの混入が多数確認されていま
す。
　ごみを出す際は、その日のご
みの種別をよく確認し、きちん
と分別してからごみステーショ
ンに出してください。
　各清掃センターに直接持ち込
みする場合も、ごみのルール
ブックで持ち込み先をよくご確
認ください。

野焼きは法律で
禁止されています！
　住宅の庭先を含め、野外での
ごみの焼却行為（野焼き）は違
法行為です。一部の例外を除き、
法律で禁止されています。
　例外とされた場合でも、周辺
環境への悪影響が認められると
きには、直接指導に伺い、焼却
を中止していただくことがあり
ます。
　また、空気が乾燥する季節は
火災の原因となる危険もありま
す。
　ごみは焼却せず、きちんと分
別してごみステーションに出し
てください。

リサイクルセンターで
リユース品を販売
　小山広域保健衛生組合リサイ
クルセンターでは、粗大ごみを
再生して展示販売（入札方式）
する事業を行っています。
■対象者　20歳以上で購入品
を自ら使用し（転売不可）、落
札後にリサイクルセンターへ受
け取りに来られる方
■申込方法　センター窓口、
ホームページ、郵送、メール
■申し込み・問い合わせ先
　小山広域保健衛生組合
　施設管理課　☎（22）8184
　 https://www.city.oyama.
tochigi.jp/site/kouiki/

不用品リサイクル情報

　市では、不用品リサイクルの
情報を提供しています。
〈譲りたい〉
ひな人形（５段ケース入り）、南
河内第二中女子制服（上下）、石
橋幼稚園男児制服（130、夏・冬）
〈譲ってほしい〉
車いす、原付スクーター、自転車
（24インチ）、ソファ（１～２人）、テ
レビ録画機器、ノートPC、セミダ
ブルベッド、ヒップシート付き抱っこ
ひも、ソフトテニスラケット、テニス
ボール、テニスボール空気入れ、
着付け用トルソー、電動ミシン、石
橋中女子制服・体操服、南河内
第二中制服・体操服（165以上）、
国分寺中男子体操着（160～
170）、細谷小体操服（150以上、
夏・冬）、学生服（160～170）
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